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条 例

〇北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 （人事課）……

〇北海道議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

（議会事務局総務課）……………………………………………………………

条 例

北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第 号

北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

北海道知事等の給与等に関する条例（昭和 年北海道条例第９号）の一部を次

のように改正する。

附則に次の１項を加える。

知事の給料月額は、平成 年４月１日から同月 日までの間に限り、第３条

第１項及び附則第 項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から

同条第１項に定める額に 分の を乗じて得た額を減じた額とする。

附 則

この条例は、平成 年４月１日から施行する。

北海道議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道条例第 号

北海道議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

北海道議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和 年北海道条例第

号）の一部を次のように改正する。

附則に次の３項を加える。

議長、副議長及び議員（第２条第１項の規定により平成 年４月 日分の報

酬として日割をもって計算した額を支給する者を除く。）の報酬の月額は、平

成 年４月分から平成 年４月分までに限り、第１条の規定にかかわらず、同

条に定める額に 分の を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算

出の基礎となる報酬月額は、同条に定める額とする。

平成 年４月１日において議長、副議長及び議員の職にある者が同月 日に

再びそのいずれかの職に就いた場合は、同月１日において就いていた職に応じ

て、第１条に定める額に 分の１を乗じて得た額から前項本文に定める額に

分の１を乗じて得た額を減じた額を報酬として支給する。

平成 年４月１日から同年７月 日までの間において議長、副議長及び議員

が、議会、委員会、審査会又は会議規則に定める会議の招集に応じ、会議に参

会したときの第３条第３項及び第４項の規定の適用については、別表第２中

「 円」とあるのは「 円」と、「 円」とあるのは「

円」とする。

附 則

この条例は、平成 年４月１日から施行する。
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